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労働保険

○短時間労働者は健康診断を実施しなければならないか。

　「短時間労働者」であっても、①期間の定めのない労働契約により使用されるもの
（期間の定めのある労働契約により使用されるものであって、当該契約期間が１年以上
であるもの並びに契約の更新により１年以上使用されることが予定されている者及び当
該契約の更新により１年以上引き続き使用されている者を含む。）であって、②その者
の１週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の１週
間の所定労働時間数の４分の３以上であるものは労働安全衛生法に定める健康診断を実
施しなければなりません。
　なお、所定労働時間数が４分の３未満であっても、訪問介護労働者の清潔の保持及び
健康状態について必要な管理を行う観点からも健康診断を実施することが望ましいでし
ょう。

ひと口解説

　使用者は、訪問介護労働者を含め労働者を一人でも雇っていれば、労働保険の手続
を行わなければなりません。

Ⅸ 労働保険の手続について

ここがポイント

　労働保険とは労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます。）と雇用保険の総称
です。訪問介護労働者を含め労働者を一人でも雇っていれば、その事業場は労働保険の適用
事業場となりますので、労働保険料を納付する必要があります。

労災保険とは 雇用保険とは
　労災保険とは、労働者が業務上の事由
または通勤により負傷等を被った場合等
に、被災した当該労働者や遺族を保護す
るため必要な保険給付等を行うものです。
（労働者災害補償保険法第１条）

＜労災保険の対象となる労働者＞
　労働契約の期間や労働時間の長短にか
かわらず、全ての労働者が対象となりま
す。

　雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労
働者について雇用の継続が困難となる事由が生
じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図
るとともに、再就職を促進するために必要な給
付等を行うものです。
（雇用保険法第１条）

＜雇用保険の対象となる労働者＞
　１週間の所定労働時間が事業場の通常の労働者の１週間
の所定労働時間と同様の労働者については、原則として、
労働契約の期間にかかわらず、対象となります。
　また、短時間就労者（１週間の所定労働時間が事業場の
通常の労働者の１週間の所定労働時間よりも短く、かつ、
40時間未満のもの）については、次のいずれにも該当する
場合に対象となります。
　ア　１週間の所定労働時間が20時間以上であること
　イ　反復して就労（具体的には、１年以上引き続き雇用
されることが見込まれる場合）する者であること


